
第 13回  自治区制度等行財政改革推進特別委員会記録 

                       日時：令和 2 年 11 月 10 日（火） 

10時 00分 ～ 12時 02分 

場所：第 4委員会室  

 

【委 員】澁谷委員長、岡本副委員長、三浦委員、村武委員、串﨑委員、芦谷委員、 

道下委員 

【議長・委員外議員】西川議員 

【執行部】坂田総務部長、岡田地域政策部長、猪木迫健康福祉部長、斗光市民生活部長、 

湯淺産業経済部長、古森議会事務局長、河上教育部長、琴野消防長、 

宇津上下水道部長、河上浜田地区広域行政組合事務局長、 

篠原金城支所長、佐々尾旭支所長、外浦弥栄支所長、田城三隅支所長、 

佐々木総務課長、邉建築住宅課長、湯浅行財政改革推進課長、 

本常行革推進係長、 

山根人事課長、小林人事係長、浅田給与係長 

【事務局】浜野書記 

 

議  題 

1 第1期公共施設再配置実施計画 別冊（令和2年度版）（案）について 

 

 

 

2 令和3年4月の機構改革について 

 

 

 

3 人件費について 

 

 

 

4 その他 

 

 

 

 

○次回開催    月   日（ ）   時   分  全員協議会室  
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【議事の経過】   

（開 議 10 時 00 分） 

  

澁谷委員長  ただいまから第 13 回自治区制度等行財政改革推進特別委員

会を開催する。出席委員は 7名で定足数に達しているため、早

速議題にのっとって進めさせていただく。 

  議題 1に入る前に岡田部長から、先月皆に説明いただいた公

民館のコミュニティセンター化条例等について追加説明があ

るそうなので、まず発言をお願いする。 

地域政策部長  10 月 27 日に本特別委員会でご説明した、浜田市まちづくり

センターの制度について、その後この意見交換を経て 11 月 16

日の全員協議会にて説明することをご了承いただいている。こ

こでお示しした今後の取組スケジュール、資料 2について、そ

の後詳細な対応方針が固まり、それに伴う修正が生じたことか

ら差し替えたいと思っており、その内容について本特別委員会

に説明させていただきたい。お手元の資料をご覧いただきたい。 

    （ 以下、資料をもとに説明 ） 

  以上、この資料 2を新しいスケジュール表と取り替えて全員

協議会で説明したいと思っている。ご理解いただきたい。 

澁谷委員長  委員から確認しておきたいことはあるか。 

    （ 「なし」という声あり ） 

  では部長、結構なので全員協議会で説明をお願いする。 

 

1 第 1期公共施設再配置実施計画 別冊（令和 2年度版）（案）について 

澁谷委員長  ご説明をお願いする。 

行財政改革推進課長    （ 以下、資料をもとに説明 ） 

  詳細については、行革推進係長から説明する。 

行財政改革推進係長    （ 以下、資料をもとに説明 ） 

澁谷委員長  委員から質疑を受けたいと思うが、本日はこの部屋の外にそ

れぞれ部長が控えている。個別案件についても対応できるとの

ことなので、各部長にも意見をいただいて結構である。いかが

か。まず委員から。 

三浦委員  実施計画 1 ページ目だが、実績をご紹介いただきＲ2 年度ま

での達成率が書かれている。計画はＲ3 までかと思う。達成率

がまだ 50％、60％くらいなのだが、Ｒ3 年度で 100％にいくの

か。その辺りはどういう感じで見ておられるか。 

行財政改革推進課長  この計画については令和 3年度までの目標である。当然 100％

を目指していきたいと考えているが、状況を踏まえながら、で

きるだけ 100％に近づけたいとは考えているが、難しい部分も

あろうかと思っている。 

三浦委員  具体的にどういう部分に対して、少し難しいという認識を持
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っておられるのか。難しい部分が明らかになっていれば目標修

正をしながら計画の見直しを随時して、進捗管理を進めていく

のが妥当ではないかと思うが、計画の進捗管理はどのようにさ

れているか。 

行財政改革推進課長  計画の見直しについては、確かにローリングなどで見直して

いくのが筋だと思っている。難しい部分については、計画の中

で地元との協議や、または公募といったところもあろうかと思

う。それが計画通りに進めば 100％に近づいていくだろうと考

えているが、なかなか協議が整わないということがあれば、そ

の分後ろへずれたり、計画の見直しなどのずれが生じると思っ

ている。 

  計画の見直しにつながろうかと思うが、確かに計画の見直し

は必要だと思っている。しかしこの計画自体は来年度までとな

っているので、また次期計画にも反映させることがあろうかと

思う。その中で検討していきたいと考えている。 

三浦委員  今紹介があった要因、地元の方々との協議あるいは公募に出

てくださる方がいるかどうかなど、こちら側ではなかなか手が

つけられない部分が、大きく計画に影響しているのだろうとい

うことはご説明で理解するのだが、例えば、協議で今の状況が

大きく変わるには相当何かがないと変わらない。例えば住民と

の協議が難航している案件などは、その理由が何かしらあると

思う。そういうことをどれくらい把握されているのか、あるい

は公募という件だと幾つかあると思うが、ご説明いただける範

囲でどのような状況かわかるとよいのだが。 

行財政改革推進課長  個別の状況についてはこちらでスケジュールを把握してい

ないので申し訳ないが、それは担当部署が把握しているとは思

う。今後どのように進めていくかについても担当部署で検討さ

れていると思う。 

三浦委員  各担当のほうから、もちろん今の進捗を管理されているのは

行革だと思うが、例えばどういう要因で住民との協議が難航し

ているとか、あるいは公募についても進んでないのか、幾つか

要因があると思う。どういう部分を把握されているか、全てで

なくてよいのでご紹介いただけるか。 

行財政改革推進係長  まず施設の老朽化で、どうしても引き受けた後に大きな改修

が見込まれるようなものは金額的な負担を懸念して、なかなか

準備が整わないケースがある。 

  それとは別に具体的にどこかは言いづらいのだが、施設によ

っては地元の中で欲しいという方と要らないという方と、意見

が完全に対立した結果、そこの調整ができずに、地元譲渡を考

えていたが別のところに引き受け手を探したりして協議が進

んでないという話を聞いている。 
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三浦委員  そうした場合、例えば係長がおっしゃった、もらった後の管

理が大変といった具体的な課題が出てくるわけで、それに対す

る解決方法や相談のやり方は、担当課が提案するのか、それと

も行革も一緒になって協議されるのか、協議方法はどのように

なるのか。 

行財政改革推進課長  今の管理方法で申し上げると、普通財産に落ちた後も、こち

らでは「弾力的運用」と呼んでいるのだが、一定程度、解体は

市が責任を負う。そのかわり維持管理は地元でやっていただく

という、通常の施設管理より弾力的に地元の方にやっていただ

けるルールづくりに取り組んでいる。その他のやり方では、施

設修繕がある場合には地元譲渡など、再配置方針に沿うことを

前提に予算的措置を提案するといったことを進めている。 

三浦委員  そういう再配置の課題を幾つか伺ったが、そもそも再配置計

画とは、浜田市がこれだけの公共施設を抱えることによって財

政負担が向こう何年間このくらいかかる、そこを削減していこ

うというのが目標として書かれている。 

  危機感に基づく計画なので推進すべきと思うが、いつも計画

を見て思うのは、あまり期待感が感じられない。これを削減す

ることでどうなるのか。例えば地域の方々へ譲渡することで、

そこにどういう新しい機能が持たされるのかといったことは、

なかなか計画からは読み取れない。もちろん削減のための計画

なのだが、危機感とその先の期待感というのは両方合わせた方

針みたいなものを市として持っておくべきではないかと思う。

地域の方々にも両方必要だと思う。その辺りはどうお考えか。 

行財政改革推進課長  危機感と期待感のバランスといったこともあると思う。新し

い機能を持たせることについては、当然複合化などを検討して

いかないといけない。この計画の中でも、廃止、単独建て替え、

複合化については、その施設がどれだけ必要かも検討する必要

はあろうかと思うが、市民にとって活用しやすい施設配置も検

討しながらやっていくべきと考えている。 

三浦委員  まさにそうだと思う。先般のこの委員会からの申入れの中に

も、民間との協働による事業実施を推進するべきだという文言

があったかと思うが、機能の複合化や再編などのときに、まち

にとっての必要・効果的な機能をそこにもたらしていくか、そ

の期待感は行革の中で常に考えるべきことだと思う。そのとき

に民間の知恵ややり方は非常に参考になると思うので、先般の

申入れを参考にしていただきながら、この再編計画を期待感の

あるものとして進めていっていただきたい。 

道下委員  旧しまねお魚センター、山陰浜田港公設市場の話をお聞きし

た。商業棟を民間譲渡、仲買棟については単独建て替えとのこ

とだが、イメージが湧かない。今後どのような格好になるのか。 
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産業経済部長  要は仲買棟と商業棟を別々の方針にした。今回一体となって

仲買棟と商業棟を改修したので、将来的にはこれを全体的に民

間譲渡する方向だと基本的には思っているが、仲買棟について

は市が直接かかわってきたので、将来建物を建て替え直したり、

いろいろな状況が出てきたときには、仲買棟は市が責任を持っ

て残す。商業棟部分は民間譲渡して地域の特産品市場として担

っていただきたいという思いがあって今回 2つに分けた。 

  将来的には状況によって一体的に建て直すのか、別々に建て

直すか、そのときに判断することになると思うが、基本的に仲

買は市が責任を持って残していく気持ちがあったから、こうい

った方針にさせていただいている。 

道下委員  説明では全然理解できないのだが、要は民間譲渡したときに

は仲買棟はどこかに新設する構想なのか、それとも別件か。別

件にするのはできないと私は思うが。 

産業経済部長  建物自体が一体ではなく、仲買棟は木造平屋、商業棟はＲＣ

の 2階建てになっているので、建物は分ける事ができる。ただ、

第一ビルにたちまち民間譲渡するわけではなく、今はもう一体

的に仲買も商業棟も第一ビルに担っていただくが、将来的に。

これは商業棟商業施設があるので、そこを民間に担っていただ

くことになればそれは分けてやるという方法も出てくると思

うが、我々が考えるのは、この建物自体を建て替える時期にな

ったときに仲買は市がきちんと担っていきたいという思いが

あり、2 つに分けた。当然、民間譲渡する時に仲買も一体とな

って担っていくと言われる事業者がおられたら、そのときに協

議することになると思う。仲買を民間に移してなくしてはいけ

ないという思いがあり、今はこのように別々の方針にさせても

らった。 

道下委員  木造と鉄骨は耐用年数が全然違う。建て替え時期にはそれが

ベースだといわれるが、そもそも耐用年数が違うから無理なの

では。 

産業経済部長  耐用年数が違うから別々の建て替えになった時を想定する

と、別々にしておいたほうがよいのではという考えである。 

道下委員  そういうことか。理解した。 

串﨑委員  参考資料の見方を聞きたい。これは箱物の数だといわれたが、

503が 430。66減っているが、平成 26年、28年と 29年度、面

積が増えているということは何か大きい建物ができたように

も見受けられるが、その状況と、今後このように床面積が増え

る予定があるか。数字的な目標があるかどうか。 

行財政改革推進課長  まず施設の数だが、参考資料の 2ページを見ていただきたい。

施設の増減の内訳の中で新規のところで、平成 27 年度でいう

と旭小学校の複合化で 4,631 平米の新規整備といったところ。
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また平成 28 年度でいうと旭の市木ふれあい広場で 1,194 平米

新規整備という形になっている。このようにしてこの表につい

て見ていただきたい。 

  そうするとこれは計上したときになるが、表の集計表に上が

ってきて、特に増えた面積に反映している。 

  将来的に施設数を幾つにするかについてだが、今施設数も増

減している。何施設にするか具体的には申し上げられないが、

面積で管理していこうと考えている。 

岡本副委員長  消防ポンプについてお尋ねする。 

  資料を見ると北分庁舎に向けて消防の施設を統合しそちら

へ持っていこうという計画の流れがある。どこがどのように統

合していくのか、全体の統廃合について説明をお願いする。 

消防長  平成 30 年消防団施設の在り方検討会を立ち上げた。現在 82

か所の車庫があるのだが、もちろん車もある。よいことなのだ

が団員も減少しており出動が難しいところがあるので、団員が

いない車庫をまとめて、多く団員が火災に出られるようにして

いこうと現在少しずつ進めている。最終的には 30 車庫まで減

らせればというイメージを持っている。浜田については、浜田

1 班が竹迫、2 班が片庭、3 班が瀬戸見、4 班が外ノ浦となる。

外ノ浦については平成元年に団員もいないので取りやめてい

るが、ポンプがあるので旧浜田警察署裏の車庫を少し手直しし、

そこに機械を置いて整備した。これについては浜田に限らず、

大麻分団も 2 つを 1 つにして西村インターのところに移した。

少しずつ協議しながら進めている。 

岡本副委員長  統合についてはいろいろな話を聞いてわかっているが、3.11

のような地震、津波のときに、消防団の誘導活動は非常に重要

だと思っている。川から北に庁舎があり、南がない。この辺も

きちんと網羅されているか。2 班、3 班の配置または担当分野

について整理はどうなっているか。 

消防長  平成 30 年くらいに岡本委員から同じ質問をいただいた。浜

田川の南側。当時の中村消防長は 1つ 2班の車庫があると回答

している。今そこに資機材置いているが、地元要望があり車庫

を撤去せず資機材を置いている。石見分団にはまだ手をつけて

いないが、浜田分団は浜田警察署に統合しており、今まではば

らばらにあったが統合して 1 班はここ、2 班はここといった具

体的な線引きは今はしていない。団員も減っているし駐車場も

ある。話は変わるのだが、別の話で進めている方面隊という、

旧浜田市と弥栄・三隅の西部方面隊、金城・旭の東部方面隊、

それは 1つ 1つの区分をワイドにして、皆で出動機会を増やし

たくさんの団員を投入できるようにするイメージでいるので、

浜田の統合をしたのも 1班はここですよといった区分け的なイ
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メージではなく、皆でやっていくイメージで統合すべきだと思

っている。 

岡本副委員長  これからの活動の仕方が変わっていくところから、統合は組

織再編みたいな形になっていくのだということと理解した。 

  あるところで、今は浜田消防という位置づけになっているの

だがどうも県全体で消防組織の再編を考えているという話を

聞いている。それも視野に入れているか。 

消防長  おっしゃるとおり、国からは数年前から、人口 30 万人とい

う消防本部を、島根県であれば 1消防本部にして、人事を回し

たり高い特殊資機材は近隣で購入したりするような効率化を

進めるように話がきている。 

  現在はそれがなかなか難しいということで、通信指令センタ

ーだけでも統一できないかともいわれている。その協議も島根

県では緒に就いたところである。 

  おっしゃるとおり浜田消防もそういうスタイルに変わって

いかないといけない時代になっている。同時変更で進めている

わけではないが、ゴールは同じところにあるのかなと感じてい

る。 

岡本副委員長  次に三階山の施設解体についてお聞きしたい。最近、三階山

の施設を解体する話は議会でも聞いているのだが、個人的には

浜田の海辺を別として山のキャンプ場として市民に好かれて

いたものが、水道の食中毒問題を機運として使われなくなった。

今現在使われてない建物も老朽化したことから、解体されるこ

とについては仕方ないと思っているのだが、解体に伴って駐車

場やトイレも当然市の持ち物だろうと思っているが、今後の活

用については構想があるのか。 

産業経済部長  それについては元年度 12 月定例会議で条例の一部改正の提

案をさせていただき、森林研修センター総合案内所、炊事場、

トイレの廃止をお願いして、承認していただいた。 

  なお、この建物廃止後もこの敷地は森林利用の総合施設とし

てキャンプなどに活用していただいているので、このまま使っ

ていただきたい。しかしながら今後の構想については、今は更

地のきれいな状態になっているので、そのまま使っていただき、

新たに施設整備する案はない。 

岡本副委員長  そこはキャンプ場として提供しようというなら、水やトイレ

はある程度修繕なり、使える状態に持っていくのか。それとも

もう手をかけないのか。 

産業経済部長  現在は現状のまま使っていただきたいと思っている。新たに

キャンプ専用施設を設ける案は考えていない。 

  今後の状況を見てまた検討していく余地はあると思う。 

澁谷委員長  他にあるか。 
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    （ 「なし」という声あり ） 

  では私から。素朴な疑問点として、行財政効果が 33 億円あ

ったならなぜ浜田市の小中学校の給食費が無料にならないの

か。財政的なキャッシュフローの改善に終わっていて、まだ時

代のスピード感に対する行革効果が対応できてないと言わざ

るを得ない。行革に対してもう一段のスピード感を持って対応

していただきたい。 

  一点質問させてもらう。サン・ビレッジ浜田の計画が変更に

なりつつある。利用者が増えたらまた建て替えも考えるといっ

た注意書きが付いている。しかしどうか、スケート場などは陸

上競技場ほど利用者の数が圧倒的ではない。そういう施設の建

設が滞っている段階でスケート場といった特殊なものに対し

て費用を使うのは、ますます多くの方が利用する施設の建設が

遅れる。こういうスケート場などは、松江や出雲や広島のよう

な都市力を持ったまちに負担していただくくらいの施設では

ないか。陸上競技場の新たな建設も含め、教育委員会はどのよ

うにお考えか。 

教育部長  サン・ビレッジ浜田についてはスポーツ推進審議会の答申で

は廃止の方向が出たが、利用者なり周辺の方を含めて存続の要

望も出ている。建て替えというよりはスケートとして使うため

の冷凍機の老朽化が主な原因で、これに対する国の補助金が令

和 3年度どうなるか、まだ決定していないが、そういった話も

ある中で、仮に 3分の 1が利用できれば、市の単費については

ある程度抑えた上での更新も可能だという話が出ている。ある

いは利用者のアンケートも含めて検討中である。 

  併せて、2か年間での急激な回復という言い方をしているが、

新型コロナウイルスの影響があるので令和 2 年度については、

それをそのまま適用するのは難しいのではないかと、その辺の

方向性について検討中である。 

  陸上競技場についても地盤沈下で、これは令和 15 年くらい

のところでの対応を想定に入れているが、多額の費用がかかる。

スケート場利用者はピーク時は 2万人であり、単なるスポーツ

施設というだけではなく、観光的な面も含めて利用検討という

提案を頂いている。これは昨年からこういう提案を受けて、ア

クアスとの連携など、いろいろ含めて検討している段階なので、

現状では方向性をもう少し見ていきたいと思っている。 

澁谷委員長  ないよりもあったほうがよいというのは当然住民福祉を考

えた場合、全ての施設が、ゼロになるよりあったほうがそれな

りに利用者はあるわけなのだが、そこが行革とのバランスとい

うか、何を優先していくか、判断力をもって決断していかない

といけない。十分ご検討をお願いする。 
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  それでは議題 1については以上とする。 

 

2 令和 3年 4月の機構改革について 

澁谷委員長  ご説明をお願いする。 

行財政改革推進課長    （ 以下、資料をもとに説明 ） 

     詳細については、行革推進係長から説明します。 

行財政改革推進係長    （ 以下、資料をもとに説明 ） 

澁谷委員長  12月に提案するから質問は差し控えていただくとあるが、ど

こまで質問できるか。 

総務部長  冒頭にお話があった、条例というのがどの部でどういう仕事

をどうやるというのが、このたび社会教育が動く関係で条例を

上げるという話である。したがって、どこまでが事前審査に当

たるかは非常に微妙なのだが、基本的な考え方をご確認いただ

くくらいなら問題ないと思う。 

澁谷委員長  12月定例会議にて詳しい質疑をお受けしたいと思うので、今

日はものの考え方のようなアウトラインを質疑していただく

ということでよいか。 

    （ 「はい」という声あり ） 

  では委員からご質問をお受けする。 

村武委員  健康福祉部の中に市民生活部保険年金課を所管変更すると

いうところで、子育てを効果的に支援するためとあるが、効果

的に支援するというのをもう少し詳しく説明いただきたい。 

行財政改革推進課長  保険年金課が健康福祉部へ移管されることについてだが、子

育て支援を総合的に行うことになっている。その内容としては

例えば、乳幼児医療、国民健康保険、老人保険、幼児医療とい

ったところを所管しているが、その辺りを連携することによっ

て何とか子育てを充実させるために連携を強化する目的での

統合である。 

村武委員  理解した。教育部の生涯学習課から図書館係を教育総務課へ

移管するわけだが、図書館は社会教育施設だと思う。社会教育

課が新設されるが、教育総務課に移管される。社会教育の部分

が落ちるのではないか。どのようにお考えか。 

教育部長  機構はコミュニティセンター化に伴うものだけを少し優先

しようということで、最小限となっている。確かに言われるよ

うに社会教育施設が所管であるし、社会教育委員の会からもい

ろいろな提言を受けているので関連はある。どちらにするか勘

案もした。 

  今回、社会教育部門については市長部局とするが、教育委員

会も併任して一緒にやることにしているので、公民館の担当を

していた生涯学習だけを移すことで整理をさせてもらった。 

  図書館についても市長部局へ移す話もしていたが、今回は少
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し限定的にしている。ご心配な点もあると思うが、協力しなが

ら進めていこうとしている。考えをご理解いただきたい。 

三浦委員  今、健康福祉部長は教育委員会の参事、子育て支援課長は副

参事というように、1 つ 1 つの課題をいろいろな視点から捉え

ると、縦割り行政の限界というものがいろいろなところで起き

てきている。機構改革はとても難しい問題だと思う。社会教育

課の新設というのは逆にいろいろな課が社会教育をベースに

した条例を提案されるということで、社会教育を所管する課が

社会教育を扱うのではなく、全課が社会教育というものを意識

する意味では、いろいろなところに分散しながら社会教育を全

庁的に捉えていく方向になっていくのだと思う。 

  兼務で肩書が幾つも出てくるというのは、今後も機構改革を

進めていかれる上で多分に出てくる可能性があるのではない

かと思うのだが、人事はどうお考えか。 

人事課長  確かにおっしゃるように、兼務する形で子育て支援課と教育

委員会はやっている。これはあくまで、より連携密度が高いと

いうか、通常は課が独立しているが、業務によっては当然連携

している。ただ、このたびのように子育て支援課と教育総務課

については、通常の連携よりもさらに深い連携が必要になると

いうことで、あの形を取った。 

  今後もそれありきというわけではないが、必要に応じて兼務

も想定はできると考えている。 

三浦委員  今回子育てを効果的に支援するため、市民生活部の保険年金

課を健康福祉部へといったように課を動かされたりするわけ

だが、それは特定の担当課の課長ないし部長が、兼務するとい

うことで業務的な支障が出たりしないか。 

  兼務でカバーできる線引きの基本的な考え方というのがあ

るのか。 

人事課長  基本的にはケースバイケースになってきている。何かしら目

安みたいなものがあり、それに基づいて課を移動させたり兼務

させることはないが、包括的にほぼ全体が共通した業務が、課

や部署によって共通したような考え方、連携していなければな

らないものは、兼務もあろうかと思う。 

  また、他の課との一連の流れや、このたびも保険年金課の移

管については他業務の流れの中でそちらのほうがよいだろう、

また、部長が統括しているので部長の考え、指示のもとでなさ

れることも考えられる。その時々の手法の選択になる。 

総務部長  まさに条例事項に近づいてきている部分もあるので、聞くの

もお答えするのも心苦しいところもあると思うが、先ほど人事

課長が申し上げたように、組織が条例上で仕事が分かれている

のを動かす形になっているので。本当にケースバイケースであ
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る。特に行政委員会と市長部局の兼務というのはどちらかとい

う形になるので兼務をする。各部で条例の中で決まっているの

で、それについては兼務というより本当に動いていく形になる。 

  ただ、行政需要は細分化している中、組織は細かくなるばか

りである。それが最終的に本当によいのかという問題もある。

できるだけ行政ニーズに応えるために兼務したり参画したり

してきたが、一方でそれは行革に反する部分もある。それを整

理した上でまた。 

  毎たび大きく変わるのは市民にとってもわかりにくくなる

ばかりなので、今回は大きな 3 点の考え方で機構改革をした。

最終的には数字を見ていただくとわかるように、たまたまいり

くりがあって組織数が変わっていないという形になっている。 

  細かい部分についてはまたそのときにご質問いただきたい。 

三浦委員  教育部から生涯学習課がなくなるとのことで、大きく変わっ

ていくのだろう。1 つは浜田市内にも総合型地域スポーツクラ

ブというのが幾つかあるが、スポーツ振興もそうだが、総合型

地域スポーツクラブは文化振興や生涯学習の推進をする役割

を担っているが、そうした所管はこの場合どこになるのか。 

教育部長  今回文化スポーツ課をつくるので、基本的にはそちらになろ

うかと思う。ただ、市長部局へ移っているがここは併任なり兼

務がないにしても連携を取るということになるので、そこはし

っかり、市民が混乱しないよう対応しようと思っている。 

三浦委員  高校の魅力化について所管が学校教育課に移るとのことだ

が、今この事業でコーディネーターが置かれている経緯は、地

域連携を促進するために公民館の職員から人材を選んで配置

していった、地域側から人材をピックアップして浜田市では魅

力化を図っていくというものだった。今回学校教育課に籍が移

るのだと思うが、それはどのように整理されていったのか。 

教育部長  今回連携係を作ったのは、県の派遣された教育主事、今 2名

来ているが、これは教育委員会でないと派遣できないため、戸

籍上の籍は教育委員会だが、机の席は社会教育に置くと。併せ

て高校魅力化をここでやると置いているが連携はする。 

三浦委員  コーディネーターの席は今生涯学習課にある。それが学校教

育課に移るのか。 

教育部長  机はそのまま。 

三浦委員  社会教育課。 

地域政策部長  まず高校魅力化のコーディネーターについては確かに公民

館主事がこの役割を果たしてこられたが、今は高校現場に随分

入られて、高校側が地域にお願いしたいことの受け手になって

おられる。そして結びつける仕事ということで、高校側のニー

ズを解決するためのつなぎ役になっておられる。 
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  高校についてはこれまで地域政策部が所管していたものを、

中学校からの連携ということも併せて、高校自体の所管が教育

委員会に完全に移るので、そうなると高校魅力化のコーディネ

ーターも教育委員会に籍を置いて、社会教育課と連携しながら

事業を進めることになる。 

三浦委員  理解した。 

芦谷委員  生涯学習課というのは学校教育、社会教育、文化、スポーツ。

このうち社会教育だけを市長部局へ移すのか。 

地域政策部長  基本的には公民館のコミュニティセンター化によって、これ

からそこが社会教育を、市長部局の全ての政策基盤に置くとい

うことで、ここがこれから全体の共通基盤になっていく。それ

に関する社会教育部分、特に公民館に関する部分の事業が市長

部局へ移るということで、その他の事業については教育委員会

に残って、学校教育課なり文化振興課なりに分散する形になろ

うかと思う。 

芦谷委員  歴史資料館がある。どちらかといえば文化財、歴史関係弱か

ったと思う。またさらに弱くなって。文化歴史とすると石見神

楽もある、資料館もある、文化財もある、この辺で少し体制が、

機構的にも体制が弱い感じがするのだが。 

総務部長  冒頭に申し上げたように上程するのだが、この内容をこうい

う形でご理解いただくということで、中身の是非についてはお

答えが難しいのだが。 

芦谷委員  考え方だから。 

総務部長  それを条例提案でさせていただく形になるので、今回出した

ものに対してならよいかと思うだが。 

澁谷委員長  では芦谷委員、12月定例会議で厳しい質疑をお願いする。 

岡本副委員長  社会教育指導主事、今県教委から市に来て頂いている。もう

1つは那賀郡 4町村の職員は、社会教育に関する資格を持って、

何という資格だったか。 

    （ 「社会教育主事か」という声あり ） 

  そういう形で来られたが、私も一時社会教育委員だったので、

そこで 4町村の方と浜田市職員とのギャップがものすごくある

のだということを言われていた。 

  こちらは研修を受けてやって来られた方、こちらは人事配置

の中で、という形で。今後このように社会教育に軸足を置いた

ような話の中で、職員のスキルアップをする職員研修をするよ

うな時代ではないのだと。もう皆社会教育に精通されていて担

当課が担当されている形で就かれるのか。今でも社会教育主事

という制度があり、浜田市も派遣しているのか、それをベース

に職員配置にしたからそういう研修をしているのか。やってお

られるか。 
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地域政策部長  機構というより基本的な考え方だと思うが、これからは社会

教育士なり社会教育主事という、社会教育のことを理解した職

員が多くなっていく必要がある、というのが大きな前提として

あると思う。それが教育委員会の中だけにとどまらず市長部局

においてもそういった職員を育てていくことも必要になって

くるので、職員研修の中でも社会教育について理解する人を増

やす、これが主事の資格を取るか取らないかは別として、そう

いう意識改革を図っていくことが重要になってくると思って

いる。新しい課でもそういう役割になっていくとは思っている。 

岡本副委員長  研修するのは当然だろうと思うが、資格はある程度責任を置

いたり、目線が全然違うラインの中で、私は過去にもこのこと

について質問しているが、定期的に職員を派遣して研修しても

らうのだという話だったが、現在はどうなっているのか。今な

お研修制度内でやっているのか。 

教育部長  以前は確かに一定期間の研修機関に行って資格取得という

こともあったが、ここ数年は行ってない。ただタイミングがあ

るので、なかなか継続的に資格取得者を増やす状況ではない。 

岡本副委員長  ということはどうか。今は若い人にそういう機会を与えて研

修していかないと、これからの地方公共団体は、住民を交えた

ものをやっていかないといけないというのが当然だろうと思

う。そこに伴うリーダー的な者に研修をさせないでよいのか。

今やってないということは制度的にそれをなくしてしまった

からそれが起きてこないのであって、若い職員に勧奨しないと

育成につながっていないではないか。どう思われるか。 

教育部長  ご指摘のように研修を受けることは誰でもできるが、資格を

持つとなるとさらに上になるので、そういった方を増やすこと

が、公民館のコミュニティセンター化と社会教育を進める方針

のために、資格を持った職員を増やすことは今後必要になろう

かと思う。これは人事とも研修について相談させていただけれ

ばと思う。 

澁谷委員長  以上でこの件を終了する。ここで暫時休憩を取る。再開を 11

時 30分からとする。 

 

〔 11時 21分 休憩 〕 

〔 11時 27分 再開 〕 

 

澁谷委員長  委員会を再開する。 

 

3 人件費について 

澁谷委員長  人事課長から説明をお願いする。 

人事課長     （ 以下、資料をもとに説明 ） 
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澁谷委員長  先月の特別委員会でも人件費について説明を受けたわけだ

が、今月は具体的な人数や時間や金額について、人事課でコン

トロールしていただくことの意味で、各委員にも理解できれば

ということで提出いただいた。3 つの資料について質疑をお受

けしたい。 

串﨑委員  資料 1から。ご存じのように人口減少となっているが、消防

職員は前から減らさないとずっと聞いている。消防職員は災害

等あるので、たくさんいらっしゃったほうがよいとわかってい

るが、財政的なことも思う。人数を増やす考え方の目的は何だ

ったのか。 

人事課長  こちらの表の中で、令和 2年度以降数値が動いている。年度

によっては多い数値もある。定員を増やす考えではない。消防

は新たに採用されて半年間ほど学校に行くので、実質半年間は

人員が不足する事態が生じるので、消防職員についてはその年

の退職者分を前年度に前倒しで採用している。増加ではなく、

年によっては数字が大きくなっている。 

串﨑委員  実質 125人が 138人になっているし、その下の短時間勤務職

員も元々2 人が 9 人になっている。本来はよいことだが、私の

感覚で行けば令和 2年の 125人のまま横ばいでも上等ではない

かと思う。もう少しわかりやすい答弁をいただきたいし、他の

類似団体はどのような状況なのかを把握されているなら一緒

に説明をいただきたい。 

人事課長  例えば令和 10 年は 138 ということで急に数字が大きくなっ

ているが、これは翌年度に 15 人程度相当数の退職者が出ると

いうことがあって、翌年に退職される人数分を採用しているの

でいったん増えている。前の年に採用した職員については半年

間研修に行っていて 12月くらいに戻って、3か月程度は少し多

い状況が続くが、その年度の年度末のところで採用した人数に

相当する人数が退職して、元の 125程度の人数に戻る、そうい

う動きをしている。 

人事係長  類似団体の数字で申し上げる。平成 28 年の数字なので若干

古いかもしれないが、例えば山口県萩市だと人口 5 万人程度、

面積は約 700 キロ平米で 90 人となっている。石川県七尾市は

人口 5万 5千人、面積 380キロ平米で 140人となっている。他

にも類似で見ると鹿児島県平市は人口 7万 6千人、面積 231キ

ロ平米で 95 人。秋田県横手市は人口 9 万 4 千人で面積 690 キ

ロ平米で 167人となっている。 

  消防職は人口だけでなく面積の広さも一定程度影響してい

るものと思われる。ちなみに類似団体の修正値でいくと、消防

職については類似団体平均でいくと 71名となっている。 

串﨑委員  理解した。下の欄に非正規と書いてあり、そこに 10 億円と



令和 2年 11月 10日_浜田市議会_自治区制度等行財政改革推進特別委員会 

15 

 

あるが、これは人数的には上の欄に入っているのか。 

人事課長  非正規職員についてはどうしても年度途中で人数の増減が

多いため、人数管理ではなく人件費ベースでの管理をしている。

そのため、中期財政計画の中でお示ししている非正規職員人件

費部分について掲載させていただいている。 

串﨑委員  とはいえ 9億、10億とかなり大きな金額を上げていらっしゃ

る。人数的にはどのくらいか。 

人事課長  人数的には本当にざっくりした数字だが、600 人から 700 人

程度である。 

串﨑委員  資料 2はよい具合にやっていただいたと感じている。前年度

退職者数とあるが、これは本当に 60 歳になって退職される方

の人数が書いてあると理解してよいのか。 

人事課長  おっしゃるとおり、その年度ごとでの退職者である。定員適

正化計画内に掲げている、実際の年齢に応じた退職者数を掲載

させていただいている。 

串﨑委員  早期退職者がかなりいらっしゃるのは課長もご存じだと思

う。令和 3 年でいえば 14 人だが、多分これ今までの平均やい

ろいろなことを考えれば早期退職者の方が 5人くらいといった

分析ができるのではないかと思う。そうなれば、新規採用者が

もし早期退職で 5人くらいいたら、採用者が多くなる。絶対に

ないことはないので、もう少し早期退職者も平均に持っていか

れて、そうなれば採用者数が多くなるので、もっと工夫という

か、きっちりやっていただきたい。 

  それと最後の 3-3 で 1 つ気になったのが、1 ページ目に「判

断基準に基づく傾向の把握」という段がある。書いてあること

は間違っていないが、農業部分や水産業部分の要するに基幹産

業で儲かる部分となれば、そこに職員をできる限り置いていた

だき、第一次産業を大事に。そういうことに配慮するといった

一言が欲しいと感じた。 

人事課長  ご指摘いただき感謝する。おっしゃるように令和 3年以降に

ついては通常の退職者の人数のみで掲載している。早期退職な

どで退職者数が増えればそれに応じて一定数の採用者数が当

然増える。この表は年度ごとに早期退職者がどのくらいかは見

込みが難しいのでしていないが、基本的には今年度での人数が

退職者数として上がっているが、その方は前倒しで退職された

イメージで捉えているので、最終的には 173人に集約されてく

ると思っている。早期退職者は当然人事も把握しているので、

採用計画は毎年度立てていく。それには前年度の早期退職者数

を踏まえて採用人数を決めている。 

  資料 3の農業や水産に関しては、こちらの定員適正化計画は

客観的に一定の基準のもとで作成し、適正化余地の資料として



令和 2年 11月 10日_浜田市議会_自治区制度等行財政改革推進特別委員会 

16 

 

つくったものである。委員がおっしゃった、産業部門という攻

める部分については、最終的には市長の政策判断によるところ

が多いと考えている。市長がどの部分に市長政策として力を入

れていくかが反映されてくる部分かと思っている。適正化余地

については政策的な基準の中で整えていくと考えている。 

芦谷委員  資料 1の正規部分の消防の、短時間勤務職員数がある。令和

2年度は 8人が、今度は 33人に変わる。これは消防職員を退職

した人ということか。 

人事係長  そのとおりである。機械的に定年退職者の 7割程度が再任用

になると想定して出した数字になる。 

芦谷委員  退職者にしっかり活躍してもらうのは大事なことだが、消防

業務というとそこまで対応が難しい感じもする。それは大丈夫

なのか。 

人事課長  消防で退職された方の再任用については、消防職員に限らず

全般なのだが、まずどういった部門で業務したいかのヒアリン

グ等も行った上で配置していく。消防についても、体力的なこ

ともあるので、消防の現場へという意向もある場合があるし、

逆に消防では体力的にもつらいので別部署を希望すると言わ

れれば、消防署内に限らず市長部局等の別部署への配置も考え

ている。全てが消防の中ではないと考えている。 

芦谷委員  非正規について少し乱暴だと思って聞いたのは、やはり組織

なので人数である。人数の重点配分やいろいろな濃淡があると

思うが、人数で談義しながらその結果として人件費が出ると思

う。例えばふくそうする業務、多忙な業務、大事な業務、そう

いったメリハリや濃淡をきちんと頭数で管理する発想はない

か。 

人事課長  確かに私はこの推計の中で人数をベースにした推計ではな

いという言い方をさせていただいたが、人事ではそのときその

ときにはなるが、会計年度任用職員が何人いるか全くわからな

いということはないので、こういった表内で傾向をご覧いただ

くためにこうして数値をお示しした。将来的なものや数値を見

ていくときに、中期財政計画そのものを人数での積み上げでは

なく、過去の実績値をベースに推計しているので、そことの整

合性もあったりで、先ほどのような説明をさせていただいた。

全く把握していないということではない。 

芦谷委員  大事な福祉や障がい者や高齢者、第一戦でしっかり住民サー

ビスをしないといけないところが、ともすれば、総務管理部門

に手厚く人員配置されて、現場が手薄である。末端職員のとこ

ろへ、全体をカバーする係長を含めてしわ寄せがいってはいな

いか。ヒアリング等でどういう感じをつかんでおられるか。 

人事課長  おっしゃるように人事課では年に 2度行っている各所属長か
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らのヒアリングの中で、各課の様子、業務の多忙さや職員の様

子なども踏まえてかなり細かく聞いている。その中で、人員が

潤沢だという言い方をする部署はなく、どの部署も人数的にし

んどいという回答は多い。どうしても市役所全体の職員が、定

員適正化計画を立てて減少の方向性がある中で、現状サービス

や業務を維持しながらという状況かと思っている。今までと同

じ業務をしながら職員が減っていく中では、各部署ともにオー

バーフローしてしまうので、人数減と併せて業務の見直しや効

率化については全ての部署にしっかり考えていただく必要が

あろうかと思っている。 

澁谷委員長  その他にいかがか。なければ私から 3点お聞きしたい。 

  今、早期退職が増というやりとりがあったが、以前退職勧奨

で退職金を 1.3倍くらい上乗せしたときには、結構退職者が多

かったと思うが、ここ最近 20 人前後という、早期退職者がか

なり多い印象を持つ。人事課長の認識はいかがか。 

人事課長  私はこちらに来てまだ半年だが、確かに通常の定年退職の方

以外のもこれほど早期の方がいらっしゃるのかと、正直な感想

として思った。理由を聞くと、体調や家の介護のことを言われ

る方がいる。また、以前決算審査の際にもお答えしたが、比較

的若い世代にも退職者がいる。彼らについては、以前から自分

のやりたいこと、夢のようなものがあり、最後のチャンスでは

ないかと思いチャレンジしてみたい、そういったことを言う職

員も何人かいた。そうなってみると、民間の業務と市役所の業

務を比べて、結局は民間を選ばれたということがあるのだが、

そういう形で、いろいろな仕事の考え方、1 つの仕事を一生続

けるという考え方が、若い人は少し変わったのかなと思ってい

る。 

  また高齢の職員については、介護等の家庭状況の影響が大き

く来ていると感じている。 

澁谷委員長  理解した。現場職員が今手薄ではないかという意見があった

が、私も東分庁舎が夜 9時、10時と遅くまで電気がついている

印象を持つ。福祉部門の民生児童委員や看護師など、現場の方

が訪問をされて、その影響があると思うのだが、そういった現

場の声は時間外手当を見て人事課長はつかんでおられると思

うが。修正はどうか。現場は人員が足りているという認識か。 

人事課長  おっしゃったように人事課では各部署の時間外の様子や休

暇取得の様子は、もちろん踏まえて人数を判断する際の参考に

もしている。また各部署のヒアリングの様子を踏まえ、人事異

動でそれぞれに配置する。 

  福祉部門等で、確かに夜残るのは昼間に現場に出ているから

というのがもちろんあると思うが、同じ答弁になってしまうが、
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どこの部署についても、やはりどうしても人が足りないという

声がある。ただ、足りないからとすぐに人を配置するのはなか

なか難しいところがあるので、業務の見直しや効率化ももちろ

んのこと、場合によっては課内業務の配分、もしかしたら 1つ

の課内でも職員によって時間外が多くなる傾向がある者とそ

うでない者があれば、課内業務の配分も考えていただきたいと

各所属長には伝えている。 

  またもう 1個大きくなると、係を超えて業務担当を変えるこ

とも考えられる。それでも難しいということがあれば課を超え

て部内での助勤や支援体制の形で。なかなか各課の希望に応じ

て職員を配置するのは難しい現状では、そういった小さな工夫

をしていただいて業務に対応していただくしか、現状ではなか

なか難しいと思っている。 

澁谷委員長  最後になるが、消防に対する意見があった。長い間、市民の

安心安全が大前提にあるから、消防に対して特別なまなざしで

管理があったのだと思うが、そろそろ適正的にある程度、特別

待遇ではなくごく普通の対応が求められているところまで、人

口減少が来ている感じもしている。災害がきたら消防ではなく

自衛隊対応にならなくてはいけない問題だったり。この間も不

祥事があったのは消防職員だったし。やはりきちんと対応して

いただく。消防長とお話しすると十分理解されている感じなの

で、消防は消防の中で自立完結していただく流れと、今日の話

にもあったように、広域消防体制のようなことを充分把握して

いただかないと、なかなかバランスが取れないのではないか。

ご検討いただきたい。 

  では以上をもって 3番を終了する。 

 

4 その他 

澁谷委員長  その他にあるか。 

     （ 「なし」という声あり ） 

  次回、12 月については付託案件、付託の条例や議案がある。

12 月 7 日（月）13 時からということで、議案質疑の午後に行

いたいと思うが、よろしいか。 

     （ 「はい」という声あり ） 

  では次回 12 月 7 日ということで、日程に入れていただきた

い。 

  以上で第 13 回自治区制度等行財政改革推進特別委員会を終

了する。 

 

（閉 議 12時 02分） 
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浜田市議会委員会条例第 65条の規定により委員会記録を作成する。 

 

    自治区制度等行財政改革推進特別委員会 委員長  澁谷 幹雄  ㊞ 


